
人事院公示第１２号

人事院は、国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）第４条の３第

１項及び第４条の４第１項の規定に基づき、平成４年人事院公示第６号の一部改

正に関し、次のとおり決定した。

令和８年３月３１日

人事院総裁 川 本 裕 子

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。



改 正 後 改 正 前

別表第１ 別表第１

年齢階層 最低限度額（円） 最高限度額（円） 年齢階層 最低限度額（円） 最高限度額（円）

２０歳未満 ５，７９９ １４，５９７ ２０歳未満 ５，４９９ １３，９７５

２０歳以上２５歳 ６，２６０ １４，５９７ ２０歳以上２５歳 ６，１４３ １３，９７５

未満 未満

２５歳以上３０歳 ６，８７４ １６，１９１ ２５歳以上３０歳 ６，７０３ １５，２３７

未満 未満

３０歳以上３５歳 ７，１５７ １９，６１０ ３０歳以上３５歳 ７，０２３ １８，０１６

未満 未満

３５歳以上４０歳 ７，５３４ ２２，４９９ ３５歳以上４０歳 ７，３２６ ２０，８６４

未満 未満

４０歳以上４５歳 ７，６９７ ２４，０８４ ４０歳以上４５歳 ７，５７６ ２２，５６４

未満 未満

４５歳以上５０歳 ８，００７ ２６，２３８ ４５歳以上５０歳 ７，７６６ ２３，６６６

未満 未満



５０歳以上５５歳 ７，８２１ ２６，８６８ ５０歳以上５５歳 ７，７１１ ２５，３５４

未満 未満

５５歳以上６０歳 ７，５３６ ２７，９４９ ５５歳以上６０歳 ７，３４８ ２６，１８７

未満 未満

６０歳以上６５歳 ６，４５０ ２３，２３７ ６０歳以上６５歳 ６，１９２ ２２，６９４

未満 未満

６５歳以上７０歳 ４，４００ １７，７５５ ６５歳以上７０歳 ４，２００ １７，４８４

未満 未満

７０歳以上 ４，４００ １４，５９７ ７０歳以上 ４，２００ １３，９７５



２ この決定による改正は、令和８年４月１日から効力を発生する。


